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野田市立岩木小学校ＰＴＡ会則 

 

第一章   名称および事務局 

第１条   本会は野田市立岩木小学校ＰＴＡと称する。 

第２条   本会は事務局を野田市立岩木小学校内に置く。 

 

第二章   目的 

第３条   本会は次の項目を目的とする。 

１   児童が健全に成長するよう学校教育活動に協力する。 

２   保護者と教師が互いに連絡し、児童教育の向上をはかる。 

３   会員相互の親睦と研修を行い、本会の向上をはかる。 

４   教育環境の整備および校外生活の補導にあたる。 

 

第三章   方針 

第４条   本会は教育を本旨とする団体として活動する。 

１   本会は非営利的、非宗教的、非政治的であって、本会の事業以外の活動

を目的とするいかなる事業に関係を持ってはならない。 

２   本会は自主独立のものであり、他のいかなる団体の支配、統制、干渉も

うけない。 

３   本会は児童の福祉のために活動する他の社会的団体及び関係機関と協力

する。 

 

第四章   会員 

第５条   本会の会員は次のとおりである。 

１   野田市立岩木小学校に在籍する児童の保護者、またはこれにかわる者。 

２   野田市立岩木小学校教員および職員。 

第６条   本会の会員は会費を納めるものとする。会費の額は細則で定める。 

第７条   本会の会員はすべて平等の義務と権利を有する。 

第８条   校長は会議に出席し学校の運営上必要な意見をのべることができる。 
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第五章   経費および会計 

第９条   本会の活動に要する経費は会費をもってこれにあてる。 

第１０条  本会の会費は第３条の目的達成のために使用しなければならない。 

第１１条  本会の会計年度は、毎年４月１日から始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

第六章   総会 

第１２条  総会は全会員をもって構成され、本会の最高決議機関である。 

第１３条  総会は年１回とし、原則として４月中に開催する。ただし必要に応じて

臨時総会を開くことができる。 

第１４条  総会は会員の１／３の出席で成立し、議事は出席者の過半数で決議する。 

第１５条  総会では次のことを行う。 

１ 事業の報告            ２ 決算の報告      

３ 事業計画の審議          ４ 予算の審議      

５ 会則の改廃、細則の改正の承認   ６ 会費の決定 

７ 会計監査委員、本部役員の承認   ８ その他 

 

第七章   役員 

第１６条  本会に次の役員を置く。 

１ 会長 1名             ２ 副会長３名      

３ 書記３名（１名は教職員、２名は保護者） 

４ 会計３名（１名は教職員、２名は保護者） 

         以上を本部役員という。 

５ 学年学級委員 各学年で学級数×５名 

第１７条  役員の任期は１年とする。ただし再任は妨げない。なお、役員が任期中

で変更する場合は前役員の残任期間とする。 

 

第八章   会計監査委員 

第１８条１ 会計監査委員は、必要に応じて、臨時会計監査を行い総会において報告

する。 

    ２ 会計監査委員は、選考委員会で選考され、総会で承認を受ける。 

    ３ 選考委員会の委員の人数と選考方法および任務については細則に定める。 
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第九章   学年学級委員 

第１９条１ 学年学級委員は各学年より学級数×５名の人数を選出する。学級にかた

よりがあってもかまわない。（例：ある学年が３学級の場合、学年学級委

員は１５人選出する。その場合、１組から８人、２組から６人、３組か

ら１人でも可。あくまで１学年で必要な人数を選出する。） 

    ２ 学年学級委員は校外安全部、広報部、文化部、体育部、バザー実行委員

会を担当し、各部、各委員会を学級数の人数分選出する。 

    ３ 学年学級委員は学年及び学級の意見を調整し、会員相互の連絡および親

睦をはかり、会員からの提案や問題点等を協議検討の上、該当する各部

の部会、委員会に報告する。 

    ４ 次年度の学年学級委員は当年度末までに選出し、速やかに会員に周知す

る。ただし次年度の一年生学年学級委員は、次年度になってから選出す

る。 

第十章  各部、委員会の活動と役割 

第２０条  校外安全部では児童の校外での安全を図るために次のことを行う。 

（１） 事故防止のための指導および巡回。 

（２） 補導員との協力。（補導員については細則に定める。） 

（３） 地区の会員および地区担当教諭との意見の調整および相互の連絡。 

（４） その他 

第２１条  広報部ではＰＴＡ機関紙「いわき」の発行およびその他の広報活動を行

う。 

第２２条  文化部では文化的な行事の計画および実施にあたる。 

第２３条  体育部では体育的な行事の計画および実施にあたる。 

第２４条  バザー実行委員会ではバザーの計画および実施にあたる。 

第２５条  各部、委員会の共通の役割 

   １  各部、委員会は会員からの提案や問題点を議案としてまとめる。 

   ２  各部、委員会からの協力依頼や提案をまとめ、学年学級委員を通じて全

会員に連絡する。 

   ３  各部、委員会において、次年度の活動が円滑に進むよう当年度末までに

引継ぎを行う。ただし、当年度末まで活動が継続される場合、引継ぎが

次年度になってもかまわない。 

第２６条  各部では互選により、部長１名、副部長２名を選出する。 

第２７条  委員会では互選により、委員長１名、副委員長２名を選出する。 

第２８条  各部長、委員長は必要に応じて、会議を開く。 
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第十一章  本部役員 

第２９条  本部役員の仕事は次のとおりとする。 

１  会長は本会を代表して、会務を統括し、総会、本部役員会、常任委員会

の会議を招集する。なお、総会を除き会議の議長を委嘱することができ

る。 

      （本部役員会、常任委員会についてはそれぞれ第十二章、第十三章に定

める。） 

２  副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。 

３  書記は総会、本部役員会、常任委員会の議事ならびにこの会の活動に関

する重要事項を記録し、通信その他の書類とともにこれらを管理する。

また、会長の指示に従ってこの会の総務にあたる。 

４  会計は総会で決定した予算に基づいて、一切の会計事務を処理し、総会

において会計監査委員の監査を経た決算報告をする。 

第３０条  本部役員は、選考委員会で選考され、総会で承認を受ける。 

 

第十二章  本部役員会 

第３１条  本部役員会は本部役員、事務局（学校）をもって構成し、次のことを行

う。 

１  総会に関する一切の議案の作成。 

２  常任委員会に提出する議案の作成。 

３  校外安全部、広報部、文化部、体育部、バザー実行委員会および補導員

の連絡調整。 

４  会則、細則改正の立案。 

５  その他、緊急事項の処理。 

第３２条    前任会長は本部役員会に出席し、意見を述べる事が出来る。 

 

第十三章  常任委員会 

第３３条  常任委員会は本部役員、事務局（学校）および校外安全部、広報部、文

化部、体育部の各部長１名、副部長２名およびバザー実行委員会の委員

長１名、副委員長２名をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。 

第３４条  常任委員会の議事は出席者の過半数で議決する。 

第３５条  常任委員会は次のことを行う。 

１  会長および各部会、委員会からの報告事項の承認。 

２  校外安全部、広報部、文化部、体育部、バザー実行委員会の連絡調整。 
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３  学校行事計画との連絡調整。 

４  校外安全部、広報部、文化部、体育部、バザー実行委員会によって立案

された活動計画の審議。 

５  総会に提出する議案の審議。 

６  会則および細則の改正に関する審議。 

７  その他ＰＴＡ運営に関する一切の必要事項の審議。 

 

第十四章  顧問 

第３６条  本会に顧問を置く。 

１  顧問は会長経験者がこれにあたる。 

２  顧問は会長の諮問に応じて意見を述べる。 

 

第十五章  細則 

第３７条１ 本会の運営について必要な細則は、この会則に反しない限りにおいて常

任委員会の議決を経て定める。 

２ 常任委員会は細則を制定または、改廃した場合にはその結果を次期の総

会に報告し、承認を求めなければならない。 

 

附則 

本会則は  昭和５５年 ５月３１日より実施する。 

          昭和５７年 ４月２６日 改正 

          昭和５８年 ２月２６日 改正 

          昭和５９年 ４月２８日 改正 

          昭和６１年 ４月１９日 改正 

          昭和６２年 ４月１８日 改正 

          平成 ２年 ４月１４日 改正 

          平成 ３年 ４月１３日 改正 

          平成 ５年 ４月１７日 改正 

          平成 ７年 ４月１５日 改正 

          平成１３年 ４月１３日 改正 

          平成１７年 ４月２３日 改正 

          平成１８年 ４月２２日 改正 

          平成１９年 ４月２１日 改正 
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          平成２７年 ４月１８日 改正 

          平成２９年１２月２２日 改正 

          令和 ３年 ４月２４日 改正 

          令和 ３年１２月１１日 改正 


